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第７０回「全国労働衛生週間」の実施 

☆本週間・・・・・・・・・令和元年 10月１日(火)～ ７日(月) 
☆準備期間・・・・・・・令和元年  ９月１日(日)～30日(月) 

 

全国労働衛生週間は昭和25年の第１回実施以来、今年で第70回を迎えます。 

神奈川労働局 (局長 荻原 俊輔)では、特に同週間に際し、各労働基準監督署とともに、事業

者と労働者が一体となって取り組む労働衛生活動を指導･援助します。 

 
 
１  趣 旨 

全国労働衛生週間は、国民の労働衛生に関する意識を高揚させ、事業場における自主的
労働衛生管理活動を通じた労働者の健康確保に大きな役割を果たしてきました。 
令和元年度(第70回)の全国労働衛生週間は 

『 健康づくりは 人づくり みんなでつくる 健康職場 』 
をスローガンに、９月１日から９月30日までの準備期間、10月1日から10月7日までの本週間を通
じて、事業場における労働衛生意識の高揚と自主的な労働衛生管理活動の一層の促進を図
ることを目的に様々な取組を展開します。 (資料１) 

 
２  神奈川県下の労働衛生の現状 (資料２) 

○ 平成30年の職業性疾病による休業４日以上の死傷者数は629名。うち腰痛が459件で全
体の72.9％を占めています。平成22年以降減少傾向が続いていましたが、平成29年から増
加に転じました。 

○ 平成30年の職業性疾病による死亡者数は４名で、全て熱中症によるものでした。直近８
年間（平成23年～平成30年）の死亡者計44名のうち、脳・心臓疾患による死亡27名(61.
4％)に次ぐ10名（22.7％）に及んでいます。 

〇 平成30年度の、脳・心臓疾患の労災請求件数は77件(前年度比 ＋18件)、支給決定
件数は５件(前年度比 －９件)、また、精神障害者等の請求件数は、156件（前年度比＋
27件）、支給決定件数３５件（前年度比 ＋５件）となっています。 

○ 一般定期健康診断の有所見率は、平成26年（53.4％）以降増加し、平成30年は55.9%と
なっています。 

 
３  神奈川労働局・労働基準監督署の主な実施事項  
  ○ 事業者団体等による各地区での推進大会の支援等  

※ 県下12の各労働基準監督署管内の各地区で開催 (毎年 約4,000名が参加) 
  ○ ｢職場の健康診断実施強化月間｣ (９月の１か月間 )、11月の過労死等防止啓発

月間における長時間･過重労働による健康障害防止のための重点的な周知・指導
の実施  

  ○ 腰痛予防対策の徹底に向けた労働者数 50人未満の保健衛生業、運輸交通業  
の事業場を対象にした集団指導の実施  

  ○ ストレスチェック結果報告･未提出事業場及び精神障害等の労災支給決定を行っ  
た事業場等に対する個別指導  

   など 
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第70回 全国労働衛生週間
令和元年10月１日（火）～７日（月）［準備期間：９月１日～30日］

「全国労働衛生週間」は、労働者の健康管理や職場環境の改善など『労働衛生』に関する国民の意識を高め、

職場の自主的な活動を促して労働者の健康を確保することを目的として、毎年実施しており、今年で70回目に

なります。各職場においては下記のような様々な取組を展開し、誰もが安心して健康に働ける職場づくりへの

ご協力をお願いします。

健康づくりは 人づくり みんなでつくる 健康職場
〈スローガン〉

主 唱 厚生労働省、中央労働災害防止協会

協 賛 建設業労働災害防止協会、陸上貨物運送事業労働災害防止協会、港湾貨物運送事業労働災害
防止協会、林業・木材製造業労働災害防止協会

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

全国労働衛生週間（10月1日～7日）
に実施する事項

・事業者または総括安全衛生管理者による職場巡視
・労働衛生旗の掲揚およびスローガンなどの掲示
・労働衛生に関する優良職場、功績者などの表彰
・有害物の漏えい事故、酸素欠乏症などによる事故など
緊急時の災害を想定した実地訓練などの実施

・労働衛生に関する講習会・見学会などの開催、
作文・写真・標語などの掲示、その他労働衛生の
意識高揚のための行事などの実施

２．労働衛生３管理の推進など ３．作業の特性に応じた事項 ４．東日本大震災及び平成28年熊本地震に関連する労働衛生対策の推進

準備期間（９月１日～30日）
に実施する事項

重点事項 ※ 詳細は下表をご覧ください

・過重労働による健康障害防止のための総合対策
の推進

・労働者の心身の健康の保持増進のための指針など
に基づくメンタルヘルス対策の推進

・化学物質による健康障害防止対策に関する事項
・石綿による健康障害防止対策に関する事項
・受動喫煙防止対策に関する事項
・治療と仕事の両立支援対策の推進に関する事項
・その他の重点事項

過重労働による
健康障害防止

①時間外・休日労働の削減、年次有給休暇の取得促進および労働時間などの設定の改善によるワーク・ライフ・バランスの推進
②事業者によるワーク・ライフ・バランスの推進や過重労働対策を積極的に推進する旨の表明
③改正労働安全衛生法（平成31年４月１日施行）に基づく、労働時間の状況の把握や長時間労働者に対する医師の面接指導などの実施
の徹底

④健康診断の適切な実施、異常所見者の業務内容に関する医師への適切な情報提供、医師からの意見聴取および事後措置の徹底 ほか

メンタルヘルス
対策

①事業者によるメンタルヘルスケアを積極的に推進する旨の表明
②衛生委員会などの調査審議を踏まえた「心の健康づくり計画」の策定、実施状況の評価および改善
③４つのメンタルヘルスケア（セルフケア、ラインによるケア、事業場内産業保健スタッフなどによるケア、事業場外資源によるケ
ア）の推進に関する教育研修・情報提供

④労働者が産業医や産業保健スタッフに直接相談できる仕組みなど、労働者が安心して健康相談を受けられる環境整備
⑤ストレスチェック制度の適切な実施、ストレスチェック結果の集団分析およびこれを活用した職場環境改善の取組 ほか

化学物質による
健康障害防止対策

①製造者・流通業者が化学物質を含む製剤などを出荷する際のラベル表示・安全データシート（SDS）交付の状況の確認
②SDSにより把握した危険有害性についてリスクアセスメントの実施とその結果に基づくリスク低減対策の推進
③ラベルやSDSの内容やリスクアセスメントの結果について労働者に対する教育の推進 ほか

石綿による
健康障害防止対策

①吹付石綿などが損傷、劣化し、労働者が石綿などにばく露するおそれがある建築物などにおける吹付石綿、保温材などの除去、封じ
込めなどの徹底（貸与建築物などの場合において貸与者などに措置の実施を確認し、または求めることを含む。）

②石綿にばく露するおそれがある建築物などにおいて労働者を設備の点検、補修などの作業などで臨時で就業させる業務での労働者の
石綿ばく露防止 ほか

受動喫煙防止対策
①「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」に基づく必要な対策の実施
②支援制度（専門家による技術的な相談支援、喫煙室の設置等に係る測定機器の貸出し、喫煙室の設置等に係る費用の助成）の効果的
な活用

治療と仕事の
両立支援

①事業者による基本方針などの表明と労働者への周知 ②研修などによる両立支援に関する意識啓発
③相談窓口などの明確化 ④両立支援に活用できる休暇・勤務制度や社内体制の整備
⑤治療と仕事の両立を支援するための制度導入などに関する助成金、産業保健総合支援センターによる支援の活用

その他
①職場における腰痛予防対策指針による腰痛の予防対策の推進
②「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」に基づく熱中症予防対策の徹底 ③事務所や作業場における清潔保持

準備期間に実施する事項（１．重点事項） （抜粋）



主な取組事項については、以下の支援体制をご活用ください。

メンタルヘルス対策

受動喫煙防止対策

化学物質管理

腰痛予防対策

治療と仕事の両立支援

産業保健総合支援

産業保健総合支援センター
検 索

治療と仕事の両立 検 索

職場のあんぜんサイト 化学物質 検 索

職場 受動喫煙 検 索

腰痛予防対策講習会 検 索 働き方改革特設

検 索

働き方改革

陸上貨物運送・社会福祉・保健衛生業を対象とした
腰痛予防対策の講習会（無料）を実施しています。

（腰痛予防対策講習会申込HP↓）
https://seminar.tairapromote.co.jp/yotsu-yobo

働く方の置かれた個々の事情に応じ、多様な働き
方を選択できる社会を実現することを目的に、長
時間労働の是正や多様で柔軟な働き方の実現など
のための措置を講じます

（働き方・休み方改善ポータルサイト↓）
https://work-holiday.mhlw.go.jp/
・企業の働き方改革の取組を知りたい
・制度、支援策を知りたい
・企業の「ゆう活」の取組事例を
知りたい

・仕事の進め方などの課題別の対策を知りたい

（働き方改革特設サイト↓）
https://www.mhlw.go.jp/hatarakikata/
・働き方改革関連法とは？
（労働時間の上限規制、年次有給休暇の時季指定など）
・助成金のご案内

職場の受動喫煙防止に取り組む事業者を支援します。

（職場における受動喫煙防止対策について↓）
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/
koyou_roudou/roudoukijun/anzen/kitsuen/index.html

【受動喫煙防止に関する各種支援事業】
・受動喫煙防止対策補助金
・受動喫煙防止対策に関する相談事業
・たばこ煙濃度など測定のための機器の貸し出し

メンタルヘルスに関する、法令・通達・マニュアルを掲
載しているほか、「ストレスチェック実施プログラム
（無料）」が利用できます。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/
anzeneisei12/

働く人のメンタルヘルスポータルサイト「こころの耳」
では、メール・電話相談窓口を設置しているほか、職場
復帰支援の取組事例などを紹介しています。
http://kokoro.mhlw.go.jp/

メンタルヘルス対策・過重労働対策

「ラベルでアクション」をキャッチフレーズに、危険
有害性に応じたリスクアセスメントを着実に実施して
いただくための情報を提供しています。
http://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/
kag/kagaku_index.html

こころの耳
検 索

検 索

産業保健総合支援センターでは、職場のメンタルヘル
ス対策や「治療と仕事の両立支援」などの産業保健活
動を支援するため、企業への訪問指導や相談対応、研
修などを実施しています。また、地域窓口（地域産業
保健センター）では、小規模事業場を対象に、医師に
よる健康相談などを実施しています。
https://www.johas.go.jp/shisetsu/tabid/578/
Default.aspx

ストレスチェックの実施や職場環境の改善、
心の健康づくり計画の作成、小規模事業場
の産業医活動などに対して、事業主に費用
の助成を行っています
https://www.johas.go.jp/sangyouhoken/tabid/1389/Defaul
t.aspx

産業保健関係助成金

検 索

ガイドラインや関連通達、助成金等を紹介しています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/
bunya/0000115267.html

「治療と仕事の両立支援ナビ」では企業の
取組事例、各地で開催するシンポジウムや
セミナー等を紹介しています。
https://chiryoutoshigoto.mhlw.go.jp

働き方休み方改革
検 索



令和元年度 労働衛生行政のあらまし

第１ 神奈川県下における労働衛生の現状

◇ メンタルヘルス対策・化学物質による健康障害防止対策・治療と仕事の両立支援を中心に ◇

職業性疾病の発生件数はここ２年間増加傾向にあります。平成30年は熱中症や腰痛災害の増加が全体を押し上げ

ました。また、平成24年の印刷会社における胆管がん発症問題以降、有機溶剤等をはじめとする化学物質の安全デー

タシート(SDS)交付･入手と内容の周知、化学物質リスクアセスメントの実施等による管理の徹底が強く求められていま

す。

精神障害の労災請求･ 支給決定件数は減少傾向になく、ストレスチェック制度をはじめとするメンタルヘルス対策の強

化が重要になってます。また、近年は、仕事を続け、又は、休職治療を行う人もおり、がんのみならず、様々な障害･ 疾

病を抱える労働者に対する治療と仕事の両立支援の充実も重要になっています。

働き方改革関連法により平成31年４月１日から「産業医･産業保健機能」と「長時間労働者に対する面接指導等」が強

化され、今後、より一層の取組が必要です。

さらに、一般定期健康診断の有所見率は依然として５割を超えて増加傾向にあり、有所見者に対する健康診断の事

後措置の徹底も引き続き重要な課題です。

１ 脳・心臓疾患及び精神障害等の労災補償

状況（図１･２）
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図１ 脳・心臓疾患の労災補償状況
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図２ 精神障害の労災補償状況

(1) 平成30年の職業性疾病による死亡災
害は、熱中症による死亡者４名で、直近８
年間（平23～30）の死亡者計44名のうち、
脳･心臓疾患による死亡(61％)に次ぐ23％
に及んでいます。

(2) 平成30年の職業性疾病による休業４
日以上の死傷者は629名、そのうち腰痛が
全体の72.9％(459件) を占めています。業
種別に見ると、保健衛生業（138件）、商
業･金融･広告業（99件）、運輸交通業
（79件）で多発しており、これら３業種で全
腰痛件数の68.8％ を占めています。

総数

腰痛

死亡

一般定期健康診断の有所見率は平成23
年の54.0％から２年連続して低下しました
が、平成26年53.4％、平成27年53.5％と
なって以降、平成30年55.9％ と５年連続
して増加しています。

健診項目別では、血中脂質検査
■(32.1％)、血圧▲(15.7％) 、肝機能
(15.4％)などの特に生活習慣病と密接な項
目について有所見率が高くなっています。

図５ 定期健康診断の有所見率の推移

神奈川労働局 (令元･7･24)

平成30年度の脳・心臓疾患の労災請求件数
は77件（前年度比＋18件）と増加し、支給決
定件数は5件（前年度比△9件）、また、精神
障害等の請求件数は、156件（前年度比＋27
件）、支給決定件数35件（前年度比＋5件）と
なっています。

２ 職業性疾病の発生状況（図３･４）

３ 健康診断結果（図５）
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図４ 業務上疾病による死亡災害
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図3 業務上疾病発生状況



２ 化学物質による健康障害防止対策
改正労働安全衛生法（平28･6･1～）によって、安全データシート（SDS）の交付義務対象に関する危険性又は

有害性等の調査（リスクアセスメント：RA）の実施が義務化されました。平成30年７月１日から673物質となり、今後
とも対象物質の追加される可能性があります。
(1) 化学物質の製造･取扱事業場に対し、法令に基づく措置の徹底を図るとともに、化学物質の表示･文書交付

制度（SDS）の周知と労働安全衛生法第57条の３第３項に基づく｢化学物質等による危険性又は有害性等の
調査等に関する指針｣を踏まえたRAの実施の促進を図ります。

(2) がん原性指針上の対象物質の有害性に関する認識向上に向けて一層の周知を図ります。
(3) 芳香族アミンのオルト-トルイジン、3,3’-ジクロロ-4,4’-ジアミノジフェニルメタン（MOCA）、三酸化ニアンチモン等、

新たな危険･有害性が認められた化学物質の管理強化、経皮吸収による障害のおそれがある一部の特定第１･
２類物質に関する化学防護保護具等の使用徹底など、法令等の改正の十分な周知と指導の徹底を図ります。

第２ 令和元年度労働衛生行政の重点

１ ストレスチェック制度を含むメンタルヘルス対策
２ 化学物質における健康障害防止対策
３ 産業医･産業保健機能の強化
４ 事業場における治療と仕事の両立支援
５ 受動喫煙防止対策

１ ストレスチェック制度を含むメンタルヘルス対策
平成27年12月１日から常時50人以上の労働者を使用する事業場での実施が義務化されたストレスチェック制

度の円滑な運用を一層促進していきます。また、｢過労死等ゼロ｣緊急対策を踏まえ、精神障害の労災支給決
定が行われた事業場やその本社等に対し、メンタルヘルス対策をはじめとする総合的な労働衛生管理対策の確
立に向けた指導を強めていきます。

(1) ストレスチェックを実施していない事業場や結果等報告未提出の事業場に対する指導を強化します。
(2) ストレスチェック制度の導入や事業場内の体制づくりの支援については、神奈川産業保健総合支援センター（後

記第５参照）の活用を、また、労働者数50人未満の小規模事業場でのメンタルヘルスを含む労働者の健康管
理に関する相談等については、地域産業保健センターの活用を勧奨します。そのほか、ポータルサイト｢こころの
耳｣（厚生労働省委託事業）の活用について周知を図ります。

(3) 「心の健康づくり計画」の策定など、｢労働者の心の健康の保持増進のための指針｣に基づく取組について、助
言･指導を行います。

３ 産業医･産業保健機能の強化
過労死等防止対策推進法(平26･11･1～)､｢過労死等ゼロ｣緊急対策を踏まえ、９月の職場の健康診断実施

強化月間、全国労働衛生週間(準備月間や10月の本週間)、11月の過労死等防止啓発月間等、様々な機
会を活用して、健康診断結果を踏まえた事後措置､長時間労働者に対する医師による面接指導や事後措置
等の実施の徹底を図ります。また、小規模事業場での医師による面接指導の実施については、地域産業保健セ
ンター（後記第５参照）の利用勧奨を図ります。

４ 事業場における治療と仕事の両立支援対策
｢事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン｣の周知を図るとともに、ハローワークや自治体など、
関係機関･団体の連携を一層進め、神奈川産業保健総合支援センターほか関係機関･団体による支援の仕組
みの活用を促進します。

５ 受動喫煙防止対策
職場における受動喫煙防止対策の必要性について、事業者に対して周知を図るとともに、｢受動喫煙防止対策
助成金制度｣（受動喫煙防止のため喫煙室等を設置しようとする全ての業種の中小企業事業主が対象。）の周
知と活用を勧奨します。また、工事着工前に申請書等関係書類を神奈川労働局（健康課）へ提出し、あらかじ
め交付決定を受ける必要があることから、引き続き申請手続の周知を図ります。



６ その他職業性疾病防止対策

(1) 死亡災害に直結する「熱中症」、｢一酸化炭素中毒｣及び「酸素欠乏症等」の防止対策の徹底を図ります。特
に、熱中症は、措置が遅れると重篤な結果を招くおそれがあることから、｢STOP！熱中症 クールワークキャンペ
ーン｣期間（令和元年５月～９月｡準備期間：４月･重点取組期間：７月）に、早期警戒及び適切な作業計画
による予防対策、労働者の健康管理等の徹底を推進します。
また、新たに制定されたJIS規格による電子式WBGT指数（暑さ指数）計の普及促進を図りながら、WBGT値の
活用による作業環境管理対策を促進していきます。

(2) 職場における腰痛予防対策については、社会福祉施設等を主対象に、｢腰痛予防対策指針｣（平成25年６月
改正）に基づき、業務の実態を踏まえた効果的な対策を講じるよう指導を進めます。

(3) 石綿による健康障害防止対策については、平成30年６月１日に施行された改正後の「石綿障害予防規則」
及び「建築物等の解体等の作業での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針」、さらに、同指針に基
づく「石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル」（平成30年３月改訂）周知徹底を図ります。地方自治体をはじ
めとする関係行政機関との連携を強化し、再生砕石等への石綿含有廃棄物の混入防止の徹底を図ります。

(4) 粉じん障害防止対策では、平成30年度を初年度とする｢第9次粉じん障害防止総合対策｣及び「ずい道等建
設工事における粉じん対策に関するガイドライン｣に基づき、呼吸用保護具の適正な使用等、粉じんへのばく露
防止対策の徹底を図ります。

(5) 快適職場づくり対策では、「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」、「事業場
における労働者の健康保持増進のための指針」に基づく職場環境の改善･快適化や心身両面の健康づくり

（THP）の一層の促進を図ります。

第３ 直近に施行された労働衛生関係法令等の改正等について

１ 働き方改革関連法により労働安全衛生法が改正され、平成31年４月１日から、「産業医･産業保健機能」と、
「長時間労働者に対する面接指導等」が強化されました。

２ 心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講
ずべき措置に関する指針の一部変更（平30･8･22施行）
心理的な負担の程度を把握するための検査実施者に、公認心理師及び歯科医師が追加されました。

３ 心理的な負担の程度を把握するための検査等の実施者の追加（平30･8･9施行）
労働安全衛生規則の一部が改正され、ストレスチェックの実施者に、検査を行うために必要な知識についての研

修であって厚生労働大臣が定めるものを修了した歯科医師及び公認心理師が追加されました。

４ 石綿分析試料に関連する行為の追加（平30･6･1施行）
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び石綿障害予防規則等の一部を改正する省令の一部が

改正されました。

５ 防じんマスクの規格の一部の改正 (平30･5･1施行)
吸気補助具付き防じんマスクの性能確保のために必要な規定の等整備されました。

６ 外国において作業主任者免許を受けた者に相当する資格を有し、かつ、作業主任者免許を受けた者と同等
以上の能力を有すると認められる者の追加（平30･2･9施行）
高気圧作業安全衛生規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令並びに高圧室内作業主任者免

許試験及び潜水士免許試験規定及び高気圧作業安全衛生規則第８条第２項等の規定に基づく厚生労働
大臣が定める方法等の一部を改正する告示。



第４ 神奈川労働局の第１３次労働災害防止推進計画における目標

神奈川労働局ＨＰに掲載

1 計画の期間

2018年４月～2023年３月までの5年間

2 計画の全体目標

○ 2022年までに、神奈川県内の労働災害による死亡者数を15％以上減少・25人以下 (2017年比)

○ 2022年までに、神奈川県内の労働災害による死傷者数を5％以上減少・ 6223人以下(同上)

○業種別：建設業、製造業：死傷者数を10％以上減少・死亡者数を５人以下

：陸上貨物運送事業、小売業、飲食店：死傷者数を５％以上減少

：社会福祉施設：死傷年千人率で５％以上減少

3 重点とする健康確保・職業性疾病対策

(1) メンタルヘルス対策 (2017年末の集団分析を実施した事業場の割合：78.7％)

【目標】 メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業場の割合を80％以上（56.6％：2016全国値）とする。

【目標】 ストレスチェック結果に基づき集団分析を実施した労働者数50人以上の事業場の割合を85％以上

（78.7％：2017）とする。

(2) 腰痛予防対策 (2017年末の疾病者数状況：438人)

【目標】 腰痛による死傷災害を2017年と比較して、2022年までに死傷年千人率で５％以上減少させる。

(3) 熱中症対策 (前５か年の死亡者数：４人)

【目標】 職場での熱中症による死亡災害を2013年から2017年の５年間と比較して、2018年から2022年までの

５年間で５％以上減少させる。

第５ お知らせ

○ 神奈川産業保健総合支援センター･地域産業保健センター〔(独)労働者健康安全機構〕を活用しましょう。
これまでの産業保健推進センター事業、メンタルヘルス対策支援事業及び地域産業保健事業の３つの事業を継承

して一元化し、総合的な産業保健活動の支援を行う産業保健活動総合支援事業が平成26年４月１日からスター
トしました。産業医、産業看護職、労働衛生コンサルタント、社会保険労務士、産業カウンセラー等の専門家の派遣
を含む産業保健関係の専門的な研修や専門的な相談への対応、職場訪問による専門的なアドバイス、メンタルヘル
ス対策や治療と仕事の両立支援の具体化に向けた助言･指導など、産業保健分野の総合的な支援事業を行って
います。神奈川県の拠点：神奈川産業保健総合支援センター（TEL 045-410-1160）と県下12の労働基準監督署
管内に配置された地域拠点：地域産業保健センターが活動を行っています。
○ 平成27年７月から｢安全衛生優良企業公表制度｣申請の受付を開始しました。
安全衛生優良企業公表制度は、労働安全衛生に積極的な取組を行っている企業を認定、企業名を公表し、社

会的な認知を高め、より多くの企業に安全衛生の積極的な取組を促進するための制度です。企業も求職者や取引
先などへのアピールに活用することができ、求職者も安全･健康な職場で働くことを選択することができる制度です。本

社事業場を管轄する都道府県労働局長宛ての申請が必要です。
○ 神奈川労働局ＨＰを御活用ください。
神奈川労働局ＨＰには、事業場での取組を進めていただくための情報を提供し、研修会･セミナーの開催予定等も

掲載していますので、御活用ください。

＊ 労働安全衛生法等に基づく各種健康診断一覧表や実施機関・団体一覧表

http://kanagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/hourei_seido/kenkikan.html
＊ ストレスチェック制度 (実施機関・団体一覧表を含む。)

http://kanagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/hourei_seido/_120394.html
＊ メンタルヘルス対策－｢心の健康づくり計画｣策定例

http://kanagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/hourei_seido/kokoro_keikaku_sakuteirei.html

＊ 各種健康診断関係統計資料 (各年度・「労働衛生行政のあらまし」を含む。)
http://kanagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/hourei_seido/eisei_aramasi.html

http://kanagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/hourei_seido/kensin.html
＊ 健康管理手帳制度

http://kanagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/tetsuzuki/kenkoukanritecyo.html

＊ じん肺管理区分決定申請制度及び様式
http://kanagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/tetsuzuki/jinpai02.html

＊ 受動喫煙防止対策助成金制度
http://kanagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/hourei_seido/judokituen.html

http://kanagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/hourei_seido/kenkikan.html
http://kanagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/hourei_seido/_120394.html
http://kanagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/hourei_seido/kokoro_keikaku_sakuteirei.html
http://kanagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/hourei_seido/eisei_aramasi.html
http://kanagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/hourei_seido/kensin.html
http://kanagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/tetsuzuki/kenkoukanritecyo.html
http://kanagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/tetsuzuki/jinpai02.html
http://kanagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/hourei_seido/judokituen.html

